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原子炉安全小委員会燃料ワーキンググループ（連絡会）

議事録

日 時：平成 22 年８月 30 日（月） 10：00～12：00

場 所：経済産業省別館 10 階 1028 共用会議室

出 席 者： 主 査 寺井 隆幸

委 員 阿部 弘亨

天谷 政樹

大橋 弘士

木下 幹康

更田 豊志

古田 照夫

前田 誠一郎

三島 嘉一郎

〈敬称略・順不同〉
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○寺井主査 それでは「燃料ワーキンググループ」第 12 回会合を始めさせていただきま

すが、既に御連絡があったようですけれども、本日は杉原委員が御欠席ということで定足

数に満たなくなってしまい成立しないのですが、予定どおり議事を進めさせていただいて、

今後の取扱いにつきましては事務局から御提案いただくことにさせていただければと思い

ます。

定足数の確認は、今、不成立ということで既に御紹介いただきましたが、もう一回お願

いしましょうか。よろしくお願いします。

○青木統括安全審査官 本日は 10 名の予定でございましたけれども、急遽杉原委員が風

邪で御欠席となりましたので、９名の委員に御出席いただいております。このうち臨時委

員は６名の出席の予定でございましたが、５名となりまして定足数６名以上という要件を

満たさなくなりましたので、今日は不成立となります。つきましては、本日用意させてい

ただいております資料は連絡会という形で御説明をさせていただきまして、御質問等にお

答えしていきたいと思います。

それから、前回ＷＧ以降、私ども事務局に異動がございましたので御紹介させていただ

きます。

原子力発電安全審査課長の山田でございます。

○山田原子力発電安全審査課長 ７月 30 日付で原子力発電安全審査課長を拝命いたしま

した山田でございます。いろいろと勉強させていただきながら早めにちゃんとできるよう

にしたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。

○青木統括安全審査官 本日の会合でございますけれども、原子力安全保安院における委

員会等につきましては、原則として公開で行うということでございますが、本会議におき

ましては企業秘密、知的財産に関わる情報を取り扱いますことから非公開とさせていただ

いております。この場合でも非公開となる対象部分をマスキングした上で後日資料、議事

要旨等を公開させていただく予定でおります。

それでは、配付資料の確認をさせていただきます。

一番上に座席表がございます。次に委員名簿、議事次第がございます。議事次第「４．

配付資料」にリストがございます。本日は２つ資料を用意させていただいております。

燃料Ｗ 12－１「燃料ワーキンググループコメント回答（その３）」。

燃料Ｗ 12－２は議題と同じタイトルでございますけれども「高燃焼度 17 行 17 列Ａ型燃

料集合体からの一次冷却材中の放射性物質の漏えいについて（案）」。これは私ども保安院

のクレジットを付けた見解書といいますか、評価書といいますか、私どもの考え方をまと

めた資料でございます。

机上配付資料といたしまして「燃料体設計認可申請書（大飯発電所１、２、３、４号機）」。

それから、これまでのＷＧの配付資料でございます。

配付資料につきましては以上でございます。

○寺井主査
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どうもありがとうございました。もし資料に不備等ございましたら事務局へお申し出い

ただければと思います。よろしゅうございますでしょうか。

それでは、早速でございますが、本日の議事に入りたいと思います。本日の議題はこれ

までと同様、高燃焼度 17 行 17 列Ａ型燃料集合体からの一次冷却材中の放射性物質の漏え

いについてであります。本日は対策燃料の設計に関するコメント回答と、これまでの検討

内容及び対策燃料の評価などについて、とりまとめを行いたいということで予定をしてお

ります。

それでは、事務局より御説明をお願いいたします。

○竹内建設班長 それでは、お手元の燃料Ｗ 12－１「燃料ワーキンググループコメント回

答（その３）」ということで、こちらにつきましては前回のＷＧにおきまして御説明させて

いただきました「 17×17Ａ型高燃焼度燃料 対策燃料設計について」という、前回資料で

すと燃料Ｗ 11－１ということで、お手元には青いファイルの一番最後の方にとじておりま

す。  

前回資料ですとＷ 11－１とＷ 11－２の２部構成でございまして、Ｗ 11－１の御説明をし

た内容について御回答させていただくということでございます。

Ｗ 12－１の資料を１枚めくっていただきまして、前回いただきましたコメントの一覧と

いうことで表を付けてございます。前回の議事からこちらでピックアップさせていただい

たものとして NO.１～６までございまして、そのうち No.６につきましては前々回の資料

に対するコメント回答でございます。

順番に御説明させていただきたいと思います。２枚めくっていただいて No.１というこ

とで、ページ数としては１－１でございます。対策Ａ型燃料とＢ型燃料が隣接する場合に

おいて、Ｂ型燃料の健全性が確保されることをより詳細に示すことということで、こちら

のコメントにつきましては前回資料のＷ 11－１の後ろに付けております別添という内容

がございます。この別添というのはＢ型燃料の製造メーカーであります原子燃料工業の方

で、対策Ａ型燃料が隣接した場合のＢ型燃料の健全性が確保されるかということを、原子

燃料工業が分析した内容となっておりまして、内容的には別添－５とか別添－６で絵で示

してございますが、対策Ａ型とＢ型燃料間でのサブチャンネル解析によりまして、水の流

れがどのように分布するかといった内容で御説明をさせていただいたものです。

これに対しまして、あくまでこの内容は水の行き来をやりとりしたものであって、具体

的にＢ型燃料に本当に問題がないのかどうか、振動しないのかという点につきまして、よ

り詳細な評価をするようにという御指摘でございましたので、それについて回答させてい

ただきます。

Ｗ 12－１の資料に戻りまして、回答欄に入らせていただきます。「１．はじめに」は更

に事業者から聞き取った内容でございます。本評価は対策Ａ型燃料とＢ型燃料が隣接した

場合におけるＢ型燃料の健全性を示すために、以下に述べる２つの観点からＢ型燃料の設

計者であります原子燃料工業が流動解析を用いて評価を行った内容でございます。
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２つの観点といたしまして①と②をこのページに示しております。①の中に３つポツが

ございます。２つのポツにつきましては前回資料でも御説明をしましたが、もともとＢ型

燃料といいますのは、燃料棒の下端がノズルに付いているボトムオン構造になっていると

いうことと、Ａ型燃料のように一番下の支持格子より更に下に燃料棒が突き出している構

造となっておらず、一番下の最下部支持格子は片持ちではなくて両支えの構造になってい

るということと、対策Ａ型燃料とＢ型燃料の圧損はおおむね同じになっているということ

で、集合体に流れ込む一次冷却材の流量としてはほぼ同じになるということでございます。

３つ目のポツといたしましては、今回新たに原子燃料工業がＣＦＤ解析を行った結果を

示しております。

②といたしましては、同様にＣＦＤにおきましてＡ型燃料と対策Ａ型燃料が隣接した場

合の、燃料集合体内部の流動の評価を行っております。

１－４ページは下部ノズルの整流効果について、①の観点から確認した内容でございま

す。図１に対策Ａ型燃料と、図２にＢ型燃料の下部ノズル上面から 10mm 上のところにお

ける、ＣＦＤ解析結果による軸流速の分布を示したものでございます。この図には下部ノ

ズル流路及び炉心板の流路孔も併せて記載しております。この点線になるところがそうで

す。黒丸のところとか、Ｂ型の燃料ですとこの模様が穴になっております。

断面内の最大流速の値を確認することで、流速分布の整流効果の定量を指標としたもの

でございます。上と下を比べますとＢ型燃料につきましては最大流速が 8.2m/s というこ

とで、下部燃料の整流効果というのは上の対策燃料の最大流速 8.5m/s という分布からし

ても、ほぼ同じような整流効果になっていることを確認したということでございます。

１－５ページは、その次のページに示しております対策Ａ型燃料とＡ型燃料それぞれ、

Ｂ型燃料に隣接した場合の軸流速分布の評価位置でございまして、これはこれまで御説明

した内容と同じ位置での評価位置を、１－６ページに示した内容になってございます。

図４の上の方が対策Ａ型燃料が隣接した場合のＢ型燃料の流速分布でございますが、下

の図と比べまして若干赤色は多くなってございますけれども、比較的平坦な流速分布にな

っているという内容でございます。

１－７ページをごらんください。こちらはＣＦＤによって解析いたしました燃料棒の位

置に応じた上の図が横流れ強度と、下の図６が軸流速を示したものでございます。Ｂ型燃

料の場合ですと、上の図で横流れ強度が最も大きいのは２－２位置の燃料棒でございます

が、青色のＡ型と隣接した場合と赤色の対策Ａ型の隣接した場合とでは、横流れ強度は変

わっていないということが得られているということと、下の図でも対策Ａ型が隣接した場

合でも、それほど大きな軸流速に変化はないということでございます。

以上のような結果をもってＢ型燃料には問題はないということでございます。

１－３ページをごらんください。「４．まとめ」といたしまして、対策Ａ型燃料とＢ型

燃料が隣接した場合におけるＢ型燃料の健全性ということで、先ほども御説明いたしまし

た①、②の観点からＣＦＤ解析を行って評価をしました。その結果、Ｂ型燃料といたしま
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しても対策Ａ型と同等の耐フレッティング性能を有することが確認できたということでご

ざいます。

以上がＢ型燃料のより詳細な評価を行った結果を御説明いたしました。

２－１ページ、No.２といたしまして摩耗体積の評価例に示されたＡ型燃料と、対策Ａ

型燃料の評価結果に大きな違いが見られることについて、この理由を説明することという

ことで、これは前回ＷＧ資料のＷ 11－１の 26 ページをごらんください。前回、対策Ａ型

燃料の摩耗体積の評価結果を御説明いたしましたときに、Ｗ 11－１の 26 ページの図をお

示しいたしまして、対策前のＡ型燃料ですと非常に大きな幅を持って、 1.0 の時点で漏え

いに至るという摩耗体積に対しまして、対策Ａ型ですと図の右側にございますように非常

に小さくなっている。なぜこんなに小さくなるのかきちんと説明するようにといった御指

摘でございましたので、以下回答させていただきます。

２－２ページ、この図は若干細かくて見づらいところでございますが、これまでのＡ型

燃料と対策Ａ型燃料の摩耗体積の評価結果を上の方の図に示したもので、その下に内訳を

示して比較したものでございます。評価条件といたしましては前回ＷＧでお示しした内容

と同じように、ウラン燃料棒で漏えいが確認されている振動の大きい３－２位置ウラン燃

料棒を評価対象といたしまして、Ｂ型燃料体が４体隣接している。炉心の位置としては中

心の隣の流速が非常に大きいところ、で３サイクル照射した場合ということで評価したも

のでございます。

摩耗体積の下の図の一番下のところに比摩耗量とばね力残存率というのがございまし

て、これにつきましては対策Ａ型燃料と同じ条件を設定してございます。このうち比摩耗

量のところに青線で横棒が引いてありますのは、これは比摩耗量μということで実験等か

ら得られました比摩耗量の平均値、その上の赤い線につきましては比摩耗量の２σ分を考

慮したμ＋２σを比摩耗量として設定しております。更にばね力は同じ。その上２つとこ

ろでＡ型燃料のワークレートと対策Ａ型燃料のワークレートの２種類を示してございます。

Ａ型燃料のワークレートを見ますと、３サイクル目の途中でワークレートがばね力の低

下に伴って徐々に大きくなっていくんですが、途中で若干片方だけ離れている状態で摩耗

が進行していくと、あるところでギャップ条件に至るということで、ここの赤い線が急に

跳ね上がって摩耗が進展していく。平均値はμの場合でありましても３サイクルの途中で

ギャップ条件に至りまして、急激に摩耗が進展していく。その結果が上の図の赤い傾きを

持った図、それから、青いひし形の傾きを持った図ということで、摩耗評価を行ってござ

います。

対策Ａ型燃料のワークレートにつきましては前回も御説明いたしましたが、Ａ型燃料に

比べまして励振力が低く抑えられたということで、３サイクル目につきましてもリフトオ

フ状態であることは変わりませんけれども、３サイクルの照射終了後までギャップ状態に

は至らないという結果になってございまして、その結果、一番上の図で赤丸と青三角に示

してございます摩耗体積になるということで、この差によって摩耗体積は小さくなるとい
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う評価になってございます。

以上が対策Ａ型の摩耗評価の内訳でございます。

次に No.３ということで３－１ページをお開きください。No.３のコメントといたしまし

て、対策Ａ型燃料の評価手法とＡ型燃料の評価手法との違いを説明すること。こちらにつ

きましても阿部先生から前回のＷＧにおきまして、これまで前々回のＷＧで摩耗評価手法

を御説明しておりますが、そのときはＡ型燃料がなぜ漏えいに至ったかというメカニズム

を説明する上での摩耗進展評価手法を示しております。前回の対策燃料につきましても摩

耗評価手法を説明しておりましたが、本当に同じ手法であるのかという御質問がございま

したので、それについて御説明いたします。

３－２ページ、上がＡ型燃料、下が対策Ａ型燃料の摩耗評価の流れをお示ししたもので

ございます。上と下を比べますと、基本的には燃料集合体の中の流速もしくは励振力を燃

料棒振動解析モデルに入れまして、ワークレートを求めて、更に摩耗評価をするといった

流れは何回も御説明いたしましたが同じでございまして、ただし一番左の入口のところで、

Ａ型燃料の場合ですと炉内の軸流速分布から、ＣＦＤで求めました軸流速と横流れといっ

たところから励振力を計算で求めているのに対しまして、対策Ａ型燃料につきましてはＢ

型燃料と対策Ａ型燃料の二体流水試験で得られました励振力を、そのまま用いているとこ

ろでございます。

３－３ページ、一番上の図は前回のＷ 11－１の 15ページにもお示ししてございますが、

これは二体流水試験を行った結果の○でございますけれども、もともとＡ型燃料ですと励

振力が非常に厳しい３－２位置が非常に小さくなって、この測定結果ですと流路孔中央５

－５の燃料棒における励振力が最も大きくなってございますので、評価は３－２の燃料棒

評価をしておりますが、励振力の入力としては最も大きかった５－５の励振力のデータを

入れたというものでございます。

図３でございますけれども、その結果前回お示ししている摩耗体積といたしましては、

実測励振力で求めた値を入れております。今回御参考で示しておりますが、ＣＦＤ励振力

と記載しているものがございますけれども、これがこれまでと同じ計算手法に基づいて励

振力を決めた場合の励振力ということで、励振力を計算で求めた場合の方が小さくなると

いうことで、対策Ａ型燃料でお示ししている摩耗体積評価としては、実測に基づくものを

入れたという点が異なるということでございます。

No.４の４－１ページをごらんください。対策Ａ型燃料の励振力測定結果と流動解析結

果について、傾向に相違があるように見えるが、これを説明すること。こちらにつきまし

ては阿部先生からいただいたコメントでございますけれども、前回資料Ｗ 11－１の 15 ペ

ージをごらんください。下の右の図が対策前のＡ型燃料の励振力を求めたものでございま

す。上の方が対策Ａ型燃料の励振力を測定した結果ということで、上と下を比べますと対

策Ａ型燃料の方が励振力がぐっと下がって、５－５と同じようになっている。これは先ほ

ど示した図と同じものでございますが、こういった結果が得られているのに対して、19 ペ
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ージをごらんください。

青、緑、赤の図がございますけれども、このうち下の図が横流れを示したものでござい

ますが、緑が対策Ａ型燃料の横流れを示したものでございますけれども、３－２位置と５

－５位置を比べますと依然として３－２位置の横流れが大きい。励振力というのは横流れ

の影響が支配的なはずであるから、こういった５－５と３－２で違いがあるのに励振力が

ぐっと下がるのは何かおかしいのではないかという御指摘でございました。今回それにつ

いて４－１ページに戻って御説明をさせていただきます。

４－３ページはＡ型燃料と対策Ａ型燃料の単体での軸流速、横流れ強度、励振力を示し

た図でございます。青がＡ型、緑が対策Ａ型でございます。真ん中の図の（ｂ）横流れ強

度は対策Ａ型でも若干横流れは発生しているということと、下の（ｃ）励振力でも３－２

の軸横流れは若干Ａ、Ｂで減っているということで、対策Ａ型の励振力としては減少して

いるということが結果として得られております。

４－４ページは２体並べた場合の軸流速と横流れ強度を示したものでございます。（ｂ）

の真ん中のところですが、横流れの図で３－２位置は単体のときの横流れに比べて、Ｂ型

燃料が隣接いたしますと対策Ａ型であっても横流れが大きい。しかし（ｃ）励振力の図で

は、一律励振力が下がった結果になっているということでございます。

４－１ページに戻っていただきまして、軸流と横流れ流速、強度と同義でございますが、

これの関係からどのように励振力を求めるか御説明したものでございます。３つ目の段落

からでございますけれども、ＣＦＤ解析の結果を基に励振力を求める際には、軸流速及び

横流れ強度の両方が用いられているということでございます。

単位周波数辺りの励振力の２乗であるパワースペクトル密度、これも前回からお示しし

ておりますが、このパワースペクトル密度が流速の３乗に比例するという関係があること

から、励振力Ｗは軸流速と横流速から下に示しております関数Ｗ＝ａ･Ｖａ 1 . 5＋ｂ･Ｖ ｂ 1 . 5

ここでＶａは軸流速、Ｖｂは横流速で、ａ、ｂは係数を用いているものでございまして、係

数ａ、ｂにつきましては単体流動振動試験から軸流速と横流速の異なる燃料棒の振動振幅

と、解析の振動振幅が一致するように複数のデータからこの関係を求めて、この式を用い

ているということでございます。

このＣＦＤ解析により求めました励振力につきましては、先ほど示した４－３ページと

４－４ページに示した内容でございまして、（ｃ）励振力の三角のところが解析結果になる

ものでございますが、傾向としては一致しているという結果になってございます。

４－５ページと４－６ページでございますが、４－５ページはＡ型燃料のもので、４－

６ページにつきましては対策Ａ型燃料でございますけれども、４－６ページの対策Ａ型燃

料で御説明いたしますと、上の図が軸流速で真ん中の（ｂ）が横流れ強度、流速に相当す

るものですが、これを先ほどの式に入れた結果が（ｃ）燃料棒下端の励振力となりまして、

（ｃ）で大体５－５と３－２はおおむね同じような値にはなっておりますが、やはり軸流

速の影響もあって大体このような結果になるというものでございます。これが励振力とＣ
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ＦＤの軸流速と横流れの関係を示した内容でございます。

次のコメントをさせていただきます。５－１ページをごらんください。No.５のコメン

トといたしまして、対策Ａ型燃料の 55GWd/t までの適用性について説明すること。こち

らにつきましては前回もそうですが、先ほどの No.２の回答で２－２ページでもお示しし

ておりますけれども、３サイクルで照射が終了するという最も厳しい条件で炉内の中心位

置にあるということで、このサイクルで 55GWd/t まではいきませんが、照射が終了する

場合を例にて評価しておりましたけれども、本当に 55GWd/t までいくのかどうかといっ

た評価を示したものでございまして、評価条件としては同じでございます。

５－３ページ、これは先ほどの No.２の２－２ページでお示しした３サイクルを、更に

同じ条件で、ばね力は照射緩和いたしますけれども、その分を考慮して４サイクル目まで

照射した場合、摩耗体積はどうなるかといった結果でございまして、４サイクル目の途中

で赤い点線を示してございますが、この場合ですと実際にこういう使い方はいたしません

けれども、４サイクル目の途中で燃料集合体最高燃焼度の 55GWd/t まで到達するという

ことでございますが、これは４サイクル燃焼させた場合ですと上の摩耗体積のところで、

ちょうど被覆管肉厚の 10％相当に差しかかっておりますが、少なくとも 55GWd/t にいく

までには、摩耗体積といたしましては被覆管肉厚の 10％を下回る。これは燃料体設計認可

申請書にも記載している内容でございますけれども、このようになっているということで

ございます。

５－２ページに、３サイクル燃やした場合と４サイクル照射した場合の摩耗体積の分布

といたしましては、若干４サイクルの方が当然大きくなりますけれども、貫通に至るよう

な摩耗には至らないという評価になってございます。

最後の No.６のコメントでございますが、こちらにつきましては対策燃料というよりは、

出光委員から今回の原因対策の中でＰＩＥの結果等を御説明した際に、支持格子による燃

料棒の保持状態につきまして、支持格子の中に上下に支持板がございまして、真ん中にば

ねがあるということでございますが、上と下の支持板で摩耗の仕方がもし異なっているの

であれば、片方だけ著しく摩耗が進行している可能性があるのではないかという観点での

御指摘でございます。

読み上げさせていただきますが、支持格子による燃料棒保持状態について、上下の支持

板で均等に燃料棒が保持されるのではなく、上下の支持板で燃料棒の保持状態に違いがあ

り得ることが示唆されている。またこの結果、上下の支持板で均等に燃料棒が保持されて

いる状態と比べ、どちらかの支持点で摩耗がより進展し得ることが想像できる。これらの

ことは考慮された上で検討・評価は実施されているかという内容でございます。

こちらにつきましては６－３ページ、これも前回、前々回等でもお示しした燃料棒の保

持状態を示したものでございますけれども、現状の摩耗評価では寿命初期ではすべてのば

ね板、支持板が燃料棒と接触しているものでございますが、第２サイクルからリフトオフ

の発生を仮定して、一部の支持板の接触が離れるものとしておりまして、この図の中で点
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線で丸で囲った部分がありますが、これが片方離れた状態を表してモデル化しているとい

うことでございまして、リフトオフ発生当時は片方が離れることをモデル化して、摩耗の

評価を行っているということで、御指摘の点は考慮しているということになります。ただ

し、リフトオフの状態で徐々に摩耗が進行していって、完全に燃料棒が離れる、ギャップ

が発生した後はすべての支持点が離れるということで、摩耗評価をしております。その結

果、ワークレートが大きくなるという内容でございます。

大飯４号機の漏えい燃料棒の最下部支持格子位置では、いずれの支持板ないしばね板位

置でも燃料棒に摩耗痕が見られており、これまでの外観観察した範囲では、支持板間ある

いはばね板間で摩耗の程度に差はないように見られる。したがいまして、いずれの支持板、

ばね板から摩耗が進行したのかは、現時点では必ずしも明確になっていないということで

ございます。

前回、Ｗ 11－２のＰＩＥの外観観察結果につきまして若干御紹介いたしましたが、その

１つ上の第８支持格子では、ばね板と上側の支持板位置の燃料棒に摩耗痕が認められると

いうことでございますけれども、下の支持板には摩耗が認められていないということでご

ざいまして、第８支持格子のところでは一部の支持板、ばね板から摩耗が進展し始めた可

能性が考えられるとしているものでございますが、いずれにしてもこちらはグリッド、燃

料棒ともに基本的にはジルカロイベースのものでございます。

６－２ページ、これらの解釈につきましては今後のＰＩＥにおきまして、摩耗形状測定

や支持格子の摩耗痕の深さ・体積の測定の結果を総合的に検討することで、摩耗進展状況

を評価するとしてございます。また、燃料棒外径測定・セルサイズ測定により、各支持格

子の燃料棒保持状態を確認し、摩耗痕の大小関係の要因を検討するということで、今後こ

のＰＩＥの中で詳しくまた分析していくと聞いてございます。

ちょっと駆け足でしたが、コメント回答の御説明は以上でございます。

○寺井主査 どうもありがとうございました。No.１～６までのコメントに対する回答に

ついて御説明をいただきました。ただいまいただいた御回答につきまして御意見をいただ

ければと思いますが、どこからでも結構ですけれども、よろしくお願いをいたします。阿

部委員、どうぞ。

○阿部委員 前回えらい大活躍をしてしまったみたいなんですけれども、御説明いただい

た内容なんですが、私から出させていただいた質問についてはいただいた御説明で十分か

と思いますので、納得いたしました。ありがとうございます。

ただ、１つだけコメントがありまして、全体的なコメントなのかもしれないんですけれ

ども、当初私が質問申し上げたのは、出ていた資料を私が読み損ねていて、自分の理解が

足りなくて理解できていないのかと思っていたんですが、実はそうではなくて、後出しじ

ゃんけんのように新たな説明が出てきて、こうですよという説明になっているわけです。

こういう資料の出し方というのはいかがなものかという気がいたします。

うがった見方をすれば、隠しておきたくて隠していたものが指摘されたので出てきたこ
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とになるわけで、そういう姿というのは健全とはとらえ難いので、是非保安院さんから電

力さん、メーカーさんにその旨は伝えていただきたいと思う次第です。

以上です。

○寺井主査 ありがとうございました。ただいまのコメントにつきまして、いかがでしょ

うか。

○竹内建設班長 確かにＷＧの資料の中では、御指摘を受けて初めて今回御回答差し上げ

る部分もございましたが、我々としてはどこまで出すかというのがございますけれども、

ある程度いろんな資料等では見ている部分はありますが、ＷＧの中で御質問を受けると回

答しづらいといいますか、その場できちんとした説明ができない部分もあるので、宿題と

していただいた部分もございます。今後そういった点につきましては十分注意したいと思

います。

○寺井主査 ありがとうございました。

○青木統括安全審査官 要するに我々の詰めが足りなくて、十分な御説明ができなくて宿

題をいただいてお返しをするという、行ったり来たりを何度かさせていただいたことにな

るんですけれども、しっかり詰めていくということだと思うんです。反省しております。

○阿部委員 私が申し上げているのは、これは技術的な説明をしているわけですから、技

術的な説明としてきちんと完結していなければいけないと思うんです。なので、例えばワ

ークレートの評価にしても、今までほとんど横流れの絵ばかり見せていただいていて、軸

方向というのは前々回の資料にちょこっとあっただけで、ほとんどないんです。そういう

資料を見せられて、そうするとやはり我々は印象としてワークレートというのは横流れに

起因しているんだなと思うし、素人目にも何となく理解しやすい。

ところが、出てきた資料を見てみると軸方向も同じ重みをかけて評価してやって、では

軸方向流れは出ているかというと出ていない。これは技術的な説明としてきちんとできて

いないので、メーカー側から説明が上がってくるときに、メーカーが出したがらなかった

のか、あるいは何か別の理由があるのではないかとうがった見方で見られてしまう。しか

もこれは公開される資料ですから、こういうふうなことをやっていては、どちらに対して

も、要するに官に対しても産に対しても第三者から不信感が出てきてしまう。そういうこ

とがないように説明をしなければいけないのに、その姿勢が説明側に足りないのではない

かというのが私の指摘です。

ですから、技術的な根拠というものはきちんと出していただきたい。それを指摘したか

ったということです。

○寺井主査 ありがとうございました。恐らくメーカーさんも事業者さんも誠意をもって

対応していただいているとは思うんですけれども、なかなかどこまで客観的なデータが出

せるかという判断になると、難しい部分もあるのかなと思うんです。ですからそこは保安

院さんのある種のチェックと、もう一つはそういう指摘が出ること自身がこのＷＧの意味

かもしれません。ですから、それはそれでこのＷＧの機能としては健全に機能しているか
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なという見方も多分できると思うんですけれども、引き続きその辺りのところは保安院さ

んに、より客観的な視点からの判断をできるような資料を出してもらえるように、事業者

さんを御指導いただければと思います。よろしくお願いいたします。

ほかのコメントはいかがでしょうか。三島委員、どうぞ。

○三島委員 前々回、最初に厳しい位置に置いたのか、後になって厳しい位置に置いたの

かという質問をさせていだいたと思うんですけれども、前回私は欠席でしたのでどういう

議論があったのかわからないんですが、それに関連して２－２の図１とか、それに似た図

が後ろの方にも出ていたと思うんですけれども、これは多分同じ条件の位置にずっと１サ

イクル、２サイクル、３サイクル置いたときに、摩耗がどう進行するか計算されたんだと

思うんですが、もしこの図を極端な場合最初は全然厳しくない条件で、最後の方で厳しい

条件に置いたとか、逆に最初に厳しい条件のところに置いて、燃焼が進んだ時点でそれほ

ど流動的には厳しくないところに置いて、それによってこの図が摩耗体積の進行の図がど

う変わるのか教えていただきたい。

○竹内建設班長 今おっしゃられたような、例えば２サイクル目の炉心流量が比較的小さ

い位置に置いた場合どうなるかとか、そういった比較の図というのはつくっておりません

けれども、口頭で申し上げますと、基本的にはワークレートは励振力で決まってくる。あ

とはばねの支持力が照射とともに下がってくるということでございますので、それとも関

連はいたしますが、基本的には励振力がどの程度になるかということで、摩耗体積が変わ

ってくるかと思いますけれども、２－２ページで示した内容が最も励振力が大きい場合で、

ワークレートも最も大きくなる場合を示したものでございますので、仮に途中のところで

流動条件が流速の低いところに装荷された場合ですと、ワークレートとしては小さい方向

に行くことになると思いますので、いずれにせよトータル的な結果といたしましては、最

終３サイクル燃やしたところの摩耗体積は低くなるのではないかと考えておりまして、こ

ちらの図を代表として示したものでございます。

○三島委員 おっしゃることはわかるんですけれども、私が気にしていますのは同じよう

な条件に置いた燃料集合体でも、リークが発生したのと発生していないものがあります。

その理由が何なのか。ですから、燃料集合体がどの位置に置かれたという履歴が関係して

いるのか、していないのか。それの説明がまだ完全にはクリアーになっていないのではな

いか。前回どういう議論があったかはわからなかったので、その辺が私としてはまだクリ

アーになっていないかなと思ったんです。

○青木統括安全審査官 Ｗ 10－２の 64 ページをごらんください。グレーのインデックス

の後ろに付いています。絵があると思うんですけれども、摩擦係数を超えた場合、水の流

れによって励振力を受けるわけですが、流れが弱いとそもそも振動させる力が弱いわけで

すけれども、その力がある一定値、摩擦係数による抵抗を超えたときに初めてすべりが発

生するということで、その時点でワークレートを発生しますので、ですから流れが弱くて

励振力が弱い場合には、グリップされたままですべりが発生しない状況になると思います。
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ある程度流れが出てきますとすべりが発生し始めて摩擦が始まるわけですけれども、今、

評価していますのは最大の流れのもので評価しておりますので、これの内数になるという

ことです。

ですから、場所によりますけれども、比較的流れの弱いところにずっと置き続けた場合

には、そもそも摩耗なんて一切発生しないこともあるでしょうし、今回のように一番厳し

いところにずっと置き続ければ、これだけ摩耗しますということでございます。

ただ、原因がいろんな要因の重畳だということですので、燃料ピンの太さのばらつきも

ありましょうし、ばねの照射緩和のばらつきもありましょうし、いろんなばらつきがあっ

て、それが重畳してということでございますので、必ずしも厳しいところに置いたものが

厳しい結果が出るかというと、そうでもないというのがこれまでの経験だと理解しており

ます。

○三島委員 今の御説明だと、ほとんど流体的な理由で摩耗が進行するということですね。

多分そうだとは思うんですけれども、それと同時にばね力も低下して、それとの兼ね合い

もあるかなと思うので、そうしますと流体力だけだと燃焼度とはほとんど関係なしに、ど

の流体の条件のところにどういう時間置いたかということだけで決まると思うんですが、

もしもばね力の低下も関係しているとすると、やはり燃焼度に影響するかなとも思えるし、

その辺がどうなのかなというのがまだクリアーになっていないです。

もしばね力の支持力がほとんど関係なくて、流体条件による摩耗だけで決まるとしたら、

燃焼度に関係なしにどういう流体条件のときに、どれぐらいの時間を置いたら危なくなる

かとか、その辺で割と単純に判断ができると思うんですけれども、本当にばね力なんかの

低下、照射時間も効いてくるとすると流体力だけでは決まらないかなと思ったので、その

辺をクリアーにしたかったです。

○寺井主査 よろしゅうございますか。ほかにいかがでしょうか。更田委員、どうぞ。

○更田委員 直接コメント回答につながらないんですけれども、対策Ａ型燃料が入ってく

る炉心にＡ型燃料はもうないんですか。

○竹内建設班長 存在いたします。

○更田委員 そうだとすると、Ａ型燃料はこれまで以上に圧損の大きい下部ノズルを持っ

た燃料と隣接する機会が増えるわけですね。Ｂ型はそうだし対策Ａ型も下部ノズルの圧損

を高めている。ですから、燃焼度を抑えるといってもＡ型にしてみると、炉心ではこれま

で以上に圧損の大きな下部ノズルを持った燃料と隣合わせになる頻度が高くなると思うん

ですけれども、それは燃焼度をたしか 38 GWd/t に抑えるので回避できるという御判断な

んでしょうか。見せていただいているのだとすると、これから対策Ａ型が入ってくるのだ

とすると、共存性で見なければいけないのは対策Ａ型と隣接する場合のＡ型燃料はどうな

のか。それが出てきていないように思うんですけれども、この辺りはいかがでしょうか。

○青木統括安全審査官 下部ノズルそのものの圧損はＢと同等でございますけれども、そ

の上の部分の最下部グリッドのところがＡ型と対策Ａ型は同じ位置にございますので、Ｂ
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型と比較するよりはより条件がいいのではないかと思います。

○寺井主査 多分Ａ型に及ぼす影響がＢ型と対策Ａ型でどちらが大きいかという話だと思

うんです。これまでＢ型が隣接したときに 38,000 MWd/t で抑えているので、Ｂ型の隣に

対策Ａ型が来ても、それよりは緩い条件になるという御判断だと思いますけれども、よろ

しゅうございますでしょうか。木下委員、どうぞ。

○木下委員 単純に流れの観点だけですけれども、この場合は対策Ａ型燃料の方に対策し

ていないＡ型燃料から最下部支持格子と第８支持格子とか、その辺で流れ込むものが発生

することになると考えていいんですか。それとも、その辺は余り考えないんですか。流れ

の解析そのものは提示されていないと思うので、ちょっとお伺いしたところです。

○寺井主査 今おっしゃったのは、Ａ型と新型Ａ型が隣接したときにという話ですね。

○木下委員 今の話の続きです。

○竹内建設班長 今回は下部ノズルだけ交換しますが、そこから上は同じでございます。

例えば燃料Ｗ 11－１の別添－４に、Ａ型燃料とＢ型燃料集合体ということで２つ並べた漫

画を描いてございます。今回の対策も位置関係といいますか、下部ノズルだけ取り換える

ので構造としては同じものになりますけれども、今回はＡ型燃料からＢ型燃料に横流れが

発生いたしましたのは、Ａ型燃料集合体の下部ノズルの上に異物フィルターがあって、少

し隙間を開けて一番下の最下部の支持格子がございます。その隣にＢ型が並びますと、ち

ょうど一番下の最下部支持格子とＢ型燃料の最下部支持格子との間で、流路のパスが

10mm ぐらいできる。これによって横流れが発生する。

Ａ型燃料集合体の下部ノズルの下から入った水が、一番下の下部ノズルに入ろうとする

ときに、横を見ると口が開いているという状態で横流れが発生します。これは対策Ａ型に

なっても口が開いている状態は変わりませんので、若干横流れは依然としては流れます。

ただし、対策Ａ型燃料集合体とＡ型燃料集合体が並んだ場合ですと、一番下の最下部支持

格子の位置関係は変わりませんので、そうすると恐らく口が開いている状況ではないので、

横流れというのはＢ型が並んだ場合に比べると、それほど発生しないのではないかという

ことで確認はしておりますので、そこは問題ないのではないかと考えております。

○寺井主査 要するに異物フィルターはそのまま残っているということですね。ですから、

そこのところは余り変わらない。更田委員、どうぞ。

○更田委員 私がお尋ねしたのも、必ずしも今回のメカニズムによるフレッティング云々

ということだけではなくて、例えば対策Ａ型が炉心に入ってくることで対策Ａ型とＢ型は

下部ノズルが比較的圧損を高めてあって、Ａ型は下部ノズルの圧損が小さい。どのぐらい

の体数、Ａ型が炉心に残るかわからないですけれども、そうすると例えば軸流速はＡ型の

部分がほかに比べて高まるのではないかと思うんですが、それがどの程度なのか、許容で

きるものなのかということを押さえておられるかどうかという意味でお尋ねしました。

○寺井主査 どうぞ。

○竹内建設班長 今の御指摘に関して、定量的にどうかというところまでは確認しており
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ません。

○更田委員 Ａ型の体数はどのぐらいになるのでしょうか。例えば具体的に炉心で２サイ

クル目に残っているＡ型は。  

○竹内建設班長 今、炉心に半々ぐらいＡ型燃料が入っていることになりますので、 100

体ぐらいはあるのではないかと思います。

○更田委員 取替炉心で対策Ａ型が入ってきたら、Ａ型も相当数残ることになるわけです

ね。であればそんなに局所的に軸流速が高まることはないだろうという判断で差支えない

と思います。

○青木統括安全審査官 Ａ型燃料の周辺にＢ型燃料を１体、２体、３体、４体と配置した

ときに、Ａ型にどれだけ周りから流れ込んでくるかという評価をやってございます。周り

の燃料の影響というのはお隣の燃料の影響を考えておけばいいんだろうと思うんですけれ

ども、お隣の更にその先からの燃料の影響というのは分散して、そんなに影響はないので

はないかと思うんですが、お隣からの影響ということであれば、今、言ったように４体隣

接まで評価しておりますので、その中におさまるのではないかと思います。

○更田委員 わかりました。

○寺井主査 よろしゅうございますか。その他コメントいかがでしょうか。木下委員、ど

うぞ。

○木下委員 今の話と少し逆のことになるんですけれども、Ｗ 11－１の別添－６に前回原

子燃料工業さんのサブチャンネル解析の結果を示してあるんですが、それによりますと今

回の図で言うとＷ 12－１の１－５ページの図、つまり対策ＡとＢあるいはＡとＢの比較図

があるんですけれども、サブチャンネル解析によると、ちょうど第８支持格子のところで

Ｂ型からＡ型に流れが入り込んでいるという部分があると思います。

今の更田委員の話とは逆で、ＢからＡに入るという話なんですが、こういう横流れが発

生したときに振動、つまり第８支持格子以下ですから大体 40cm ぐらいバンドル部がある

と思うんですけれども、そこの少し横に力が働くのかなという感じがしているんですが、

その辺は定量的にどう考えていらっしゃるのか、ちょっと確認しておきたいと思いました。

影響でもいいです。影響がないと考えていらっしゃるなら、そう説明していただければと

思います。

○青木統括安全審査官 後の資料でも御説明しようと思っているんですが、一番わかりや

すいのが、これまで何の影響も出ていなかったセル位置が５行５列目辺りの燃料棒に対す

る軸流、横流、励振力。軸流、横流の組み合わせは勿論違いますけれども、励振力に換算

したときの大きさというのが、今や対策燃料にすれば一番厳しかった２行３列目辺りのも

のが、今の５行５列目辺りのレベルまで落ちてきているというのは、解析の結果からと実

験の結果からと両方示してもらっていますので、今の５行５列目のところでこれまでトラ

ブルは報告されておりませんので、このレベルまで低減しておれば問題ないのではないか

と考えております。
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○木下委員 今の話は、先ほどから議論になっている最下部支持格子の下の断面図での議

論だと思うんですけれども、ちょっと気になったのはその上のバンドル部、先ほど 40cm

と言いましたが、それくらいの部分での力が全体の振動に影響する可能性がないわけでは

ないのかなと気になりましたので、その辺です。サブチャンネル解析で気になったのは、

いわゆる詳細解析ではないので、一応流れはありますよということしか言っていないので、

それは本当に振動の観点から見ると、燃料棒全体の振動になってしまうと思うんですけれ

ども、そういう懸念があるのかなと思っています。

○寺井主査 いかがでしょうか。

○青木統括安全審査官 流体力による振動というのは、あらかじめ評価するのが非常に難

しいわけですけれども、もともとＡ型燃料が設計されたときには、やはり横流れというの

を気にして実験までやって、影響はないということを当時としては確認していたので、ま

さか最下部グリッドの下に突き出ている部分に、これだけの励振力がかかるとは考えてい

なかったので、そこの部分の測定はやっていませんでしたということで、もとの設計で今

の第９支持格子と第８支持格子の間、支持格子の材質を中間部は変えていますので、だか

らそこの振動の仕方というのは変わってくるのではないかということで、当初設計のころ

からそこの振動は気にされていて、実験により問題はないことの確認は事前になされてい

たと理解しております。

○寺井主査 よろしゅうございますか。その辺については基本設計の段階で検討されてい

るという返事でございます。三島委員、どうぞ。

○三島委員 前回の議論も完全にはフォローできていないんですけれども、設計変更につ

いて、今までのお話だとこういう変更をしても大丈夫かなという気はしてきたんですが、

設計変更という観点からＷ 11－１の４ページ「対策燃料の設計のねらい」で幾つかの項目

を書かれています。

単純に考えたら一番下のグリッドから突き出ている燃料棒の長さを短かくする、あるい

は一番先端を押さえれば振動はおさまると考えられるんですけれども、そうすると余り燃

料集合体の抵抗とか圧損を変えずにやろうとすると、一番下端を押さえるやり方を工夫す

れば、それで問題は解決するかなと思っていたんですが、そういう対策をとられなかった

理由というのは何かあるんでしょうか。

○青木統括安全審査官 今回、下部ノズルだけ取り換えるというのが暫定対策ではないか

という御指摘も前回いただいていましたけれども、４ページにあるもの全部対策するのが

最終的なものでありますが、今、既に工場で生産をしている燃料につきましては組み立て

が仕上がっている燃料なんかにつきましては、取り込める対策は取り込みたいということ

で、下部ノズルだけだったらねじどめなので、外して下部ノズルを取り換えることは可能

なので、ここだけ先に取り込んだ燃料をつくりたいということです。

○三島委員 おっしゃることはわかるんですけれども、下部ノズルも変えずに先端だけ押

さえる工夫をすれば、問題は解決するのではないかと思ったんです。下部ノズルまで設計
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変更する必要があるのかどうかです。

○青木統括安全審査官 それは恒久対策として、下部ノズルは変える必要がないのではな

いかということですか。

○三島委員 直観的にその方が影響が少ないのではないかと思ったんです。一番最初にお

話したように、一番下の支持部と上流方向に突き出ている部分の長さが長くなっていると

かがあって、それに加えて横流れが大きくなって振動が発生する。それを抑えようとする

と下端のスペーサーの位置を少し下にずらすか、あるいはそのままだとすると、先端を何

かの形で押さえれば、それで振動が収まるのではないかと予想していたんですけれども、

そういう設計をとらなかったというのはなぜかということなんです。

○青木統括安全審査官 恒久対策としてこれから製作する燃料についてはすべての対策を

取り込みたいと考えていて、申請が来ればまた当ＷＧでお諮りをしようと思いますけれど

も、その中では９段目の支持格子の位置を下げて、下に突き出ている部分を短くするとい

ったことまで対策として考えられております。今回はそれに間に合う対策を既存のものに

ついてやりたいということで提案されています。

下部ノズルは恒久対策として要らないのではないかというのは、そうかもしれませんけ

れども、要因分析、原因分析をするといろんな原因の重畳だということがわかっておりま

すので、それぞれの原因をつぶせるものはつぶしに行くというのが基本だと思いますので、

そうすると下部ノズルの圧損の違いによって、そのことで横流れが生じているというのも

１つの原因ではありますので、そのための対策として下部ノズルを変えるというのは意味

のある対策ですので、やりたいというものをやらなくていいというのはあれかなと思いま

す。  

最下部の支持格子を下に下げるためには、その下の異物フィルターが邪魔になりますも

のですから、９段目を上に上げているんですけれども、下部ノズルの対策をすれば恐らく

穴が小さくなりますので、それで異物対策になると思いますので、異物対策フィルターが

なくなれば支持格子も下まで持っていけるということで、もとの設計に戻せるような形に

なると思いますので、そこはちょっと複合的に絡まっていますけれども、やはり下部ノズ

ルまで手を入れないことには支持格子を下げるにも障害があるので、変えざるを得ないの

ではないかと思います。

○三島委員 設計変更の趣旨は大体わかっているんですけれども、注意しないといけない

のは原因がわかって、今回は下部ノズルの圧損というのがかなりクローズアップされてい

るんですが、そのことだけに目をとらわれて下部ノズルを設計変更しないといけないとい

うことで設計すると、炉心全体に与える影響もあるわけです。燃料集合体の圧損が大きく

なっていることもありますので、その影響は小さいと思うんですけれども、そういうこと

よりも全体のバランスから考えて、どこを設計変更するのが一番いいのかという観点から

考えた方がいいのではないかと私は思います。

○寺井主査 御指摘どうもありがとうございました。多分これは事業者さんから出てくる
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申請に対して、保安院さんがどう御指導されるか、あるいは御判断されるかという部分が

ありますので、最終的には出てこないものを保安院さんからこうしてはと言うのはなかな

か難しいお立場だろうと思うんです。その辺のところが１つありますし、それから、これ

はあくまでも暫定対策という位置づけだと理解しておりますので、大幅な新しい燃料につ

いての設計変更に関しては、全体を見た整合性も含めて再度検討をする必要があるかもし

れないという気はいたします。それはそれでまた次のフェーズという御判断だと思います。

保安院さん、そういう理解でよろしゅうございますか。

○青木統括安全審査官 一応ほかへの影響、Ａ型とＢ型と異なる燃料との共存性について、

事前に十分チェックできていなかったというのが反省点ですから、今回対策燃料を入れる

ことによって、ほかへの悪影響がないのかということで十分気を配るというのが教訓だと

思うんですけれども、そういう意味で今回下部ノズルを取り換えたことで、下部ノズル同

士の比較では圧損は同じ程度になりますが、それでもって下部ノズルのすぐ下流側の流況

は多少改善はあると思うんですけれども、燃料集合体全体としての圧損としては３％ほど

増えてしまいますので、これが炉内で悪影響はないのか、ＤＮＢＲに影響はないのかとい

ったところも勿論チェックはしております。

事前の評価の枠の中だということで影響はないとの結論をいただきました。それは御説

明させていただいておるんですけれども、その点は我々も気をつけて見なければいけない

と思っております。

○寺井主査 ありがとうございました。ほかに御意見はございませんでしょうか。よろし

ゅうございますか。

前回いただいたコメント No.１～６までで、今日御欠席の委員は出光委員だけでござい

ますが、No.６については大体先ほどの説明でよろしいのではないかと思いますけれども、

これは再度出光委員に御確認をいただくということでお願いをしたいと思います。

その他 No.１～５につきまして御質問いただいた、あるいはコメントいただいた先生は

今日おられますが、先ほど阿部先生からは回答に関しては結構だ。今後の取扱い、あるい

は対応について御検討くださいということでしたけれども、ほかの先生方いかがでしょう

か。  

No.１につきまして木下委員、三島委員、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。

No.２につきましては大橋委員、阿部委員ですが、大橋委員、コメントございますか。

○大橋委員 大体よろしいんだと思いますけれども、なぜＡ型燃料のときと対策Ａ燃料の

ときに、基礎になるロジックが変わってきたのかという辺りが、まだ少し理解できないと

ころがあるかなと、私自身の理解ができないところがあるかなという感じはいたします。

○寺井主査 ありがとうございました。やや中身が最初余り明確に示されていなかったと

いう阿部委員からの御指摘もあるかと思いますので、その辺のところは今後資料をお出し

いただくときに御注意いただくということで、お願いをしたいと思います。

No.３～５は阿部委員で、これはよろしゅうございますね。
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No.６につきましては先ほど言ったような取扱いでお願いをしたいと思います。

それでは、Ｗ 12－１に対するコメント回答につきましては、一応審議終了とさせていた

だきたいと思います。どうもありがとうございました。

引き続きましてＷ 12－２の御説明をお願いします。これは本件に関する今後の対応につ

いて、保安院でどうお考えかということについての御説明でございます。それでは、御説

明よろしくお願いします。

○青木統括安全審査官 それでは、燃料Ｗ 12－２の資料を御説明いたします。

本日はＷＧとしては不成立となっておりますので、専門家の方々の御意見を伺って我々

もポジションを決めるというふうにしておりまして、今日はお伺いできるかなと思ってお

りましたけれども、ＷＧとしては不成立でございますので、また改めて確認をさせていた

だこうと思っておりますが、御意見がございましたら是非この場でお聞かせいただければ

と思います。

「１．はじめに」ですが、近年、高燃焼度 17 行 17 列型燃料（以下「Ａ型燃料」という。）

において、放射性物質の漏えいが発生しております。保安院は同型の燃料集合体を使用し

ているＰＷＲを、運転する事業者による推定原因及び対策について、専門家の意見を踏ま

えて検討を行っております。

また、事業者はこれまで得られた知見を基に、下部ノズルの設計変更を行うことを計画

しており、関電大飯１～４号に向けた燃料体の設計認可申請が提出されております。

以下、これまでの検討内容を整理するとともに、対策燃料の妥当性及び今後の対応につ

いてとりまとめたというものです。

「２．燃料からの放射性物質漏えいの推定原因」。Ａ型燃料からの放射性物質漏えいの

原因は、最下部支持格子の特定セル位置におけるフレッティング摩耗であると推定されて

おります。これは集合体内の流動分布、圧損・構造の異なる燃料との隣接、炉内装荷位置

の流速といった流動要因と構造・照射要因が重畳し、燃料集合体内の特定の燃料棒の振動

が大きくなるためと考えられ、これらについては流動解析、流水試験、振動解析により、

最下部支持格子の摩耗が大きくなるという評価結果が示されております。

照射後試験において、大飯４号の漏えい燃料棒の最下部支持格子の位置に摩耗痕が認め

られておりますけれども、現時点において他の漏えい原因は確認されておりません。

以上のことから、現状では漏えいの原因をフレッティング摩耗と推定することが妥当で

あると考えております。

「３．現行燃料について」。Ａ型燃料からの放射性物質漏えいの原因は最下部支持格子

部のフレッティング摩耗であると推定できます。したがって、フレッティング摩耗であれ

ば燃料集合体の装荷期間を短縮することで、その発生の可能性を低減させることが可能と

考えられ、できる限り漏えいを防止しようとする観点から、Ａ型燃料を運用制限の下に継

続使用することは妥当である。

なお、事業者はこの運用制限を当面継続するものとしておりますが、照射後試験による
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知見を基に、今後Ａ型燃料の運用制限緩和を検討するとしております。

ここまでは私どもが判断をして、既に我々の見解をプレス発表で示していますというこ

とで、御説明をさせていただいたところでございます。

「４．対策燃料について」。燃料体の設計認可申請書及び事業者から提出された資料、

ＷＧで御説明させていただきました一連の資料でございますが、これらによると対策Ａ型

燃料はＡ型燃料の下部ノズルを小径多孔流路の改良下部ノズルに変更した燃料であり、圧

損・構造の異なる燃料と隣接した場合の圧損差を低減し、燃料集合体内の流れを整流化す

ることができるとしています。

この結果、対策Ａ型燃料では部分モデル二体流水試験及びフルモデル流水試験により、

燃料棒の励振力と振動が計測したいずれの燃料棒位置でも、Ａ型燃料でフレッティング摩

耗が生じていない５－５セル位置と、同程度まで低減していることが確認されております。

この傾向は流動解析結果からも確認されております。

また、対策Ａ型燃料に対して測定された励振力に基づき摩耗評価した結果、及び流動解

析結果に基づき励振力を設定して摩耗評価を実施した結果のいずれにおいても、燃料寿命

末期 55GWd/t までの間、摩耗量は被覆管肉厚の 10％以下となり十分に小さく、燃料から

の放射性物質漏えいを生じる可能性が小さいことが確認されております。

対策Ａ型燃料の若干の説明ですが、先ほども申しましたように燃料メーカーには既に製

造済、もしくは製造中の燃料が存在しており、これらに対しては下部ノズルへの設計変更

が適用可能である。下部ノズルは燃料集合体にねじ止め固定しているため、取り外して交

換することができるものです。

更に、異なる設計の燃料との混在時の影響評価として、Ｂ型燃料に対策Ａ型燃料が隣接

した場合のＢ型燃料の燃料棒の水力振動への影響について、サブチャンネル解析及び本日

お示ししました流動解析により、問題ないことが確認されております。また、熱水力的共

存性につきましても、ＤＮＢ特性上問題のないことが確認されております。

以上のことから、対策Ａ型燃料の設計は妥当と判断するものでございます。

なお、フレッティング摩耗による一次冷却材への放射性物質の漏えいは、ごくわずかで

あること及び環境への放射性物質の影響もないことから、安全上の問題はないと考えてお

ります。

「５．今後の対応」でございますけれども「 5.1 照射後試験による知見の拡充」。現在実

施中及び今後実施予定の照射後試験の結果に基づき、漏えい発生状況を把握し、関連する

知見を拡充していく予定でございます。

「 5.2 新設計燃料について」。現在、事業者は抜本対策である新設計燃料の導入準備を進

めており、今後準備が整い次第、新規に製造する燃料集合体に対して適用したいとしてお

ります。

この新設計燃料については、燃料体設計認可申請が提出されましたならば、審査を実施

する予定でございます。
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「 5.3 異なる設計の燃料との混在時の影響評価」でございますが、今回の燃料からの放

射性物質漏えいの推定原因の１つとして、異なる設計の燃料との混在による影響が示唆さ

れておりますが、この影響につきましては今回流水試験、流動解析により評価を行ったと

ころでございます。

今後、燃料集合体内の流動に影響を与えるような設計変更を行う際は、今回の事例を踏

まえて改めて評価することが必要だと考えております。

以上が私ども保安院の見解でございまして、燃料ＷＧで御了解いただければ、案を取っ

て実行に移していきたいと考えております。

以上です。

○寺井主査 どうもありがとうございました。正式には本日は定足数の関係から燃料ＷＧ

は成立しないということでございますが、是非御意見をいただきまして、修正すべき点が

あれば最終バージョンまでに修正を入れたいと思いますが、どこからでも結構ですけれど

も、コメントをお願いします。更田委員、どうぞ。

○更田委員 異なる設計の燃料が隣接したことによる不具合、いわゆる共存性の問題です

けれども、共存性を原因とした問題への対処として、問題を生じた側の燃料に対策を講じ

ていく。これは果たしてそれで正しいのかどうか。要するに、場合によっては問題を生じ

なかった燃料の方に対策を講じることの方が、炉心全体として考えたらベターだというこ

とはあり得るんだと思うんです。

先ほど主査から、保安院さんの立場はあくまで申請されたものを見る立場だからと言う

んですけれども、共存性の問題は難しいところをはらんでいて、申請してこない側にそち

らを直せという指導が、ある意味全体として見たらベターだということはあるんだと思う

んです。こういった共存性の問題を今後どう見ていくかというのは、非常に難しいところ

をはらんでいるんだろうと思うんですが、ともすれば壊れた方の負けということで、何回

か前のＷＧで申し上げましたが、自分はとっても元気だけれども、周りをやっつけるとい

う燃料が出てきたときに、お前こそ直せというのが正しいと思うんですが、結局今の状態

では壊れた者負けになる。これはどう対処していかれるか。簡単ではないと思うんですけ

れども、必ずしも壊れた方の燃料に対処をずっと講じていくというやり方が、いい炉心が

でき上がっていくとは思えないものですから、いかがでしょう。

○青木統括安全審査官 事業者が原子炉を運用していくに当たり、どのような燃料設計が

よいのか。これはまさしく最終的には電気を使う方々のメリットに一番なる方法をとるよ

うに、電力会社が判断するんだと思いますけれども、私どももその件はよく見ていかなけ

ればいけないかなと思いますが、痛めつけた方が、強い方が常に勝者だということではな

いんだろうと思います。恐らく対策として有効で、コストミニマムになるような方策を事

業者は模索しているんだろうと思いますけれども、そのことがひいては安全性が当然確保

されつつ、電気の供給を受ける受益者のメリットにもなるということで、そういうところ

が模索されていくんだろうと思います。



21 
 

○寺井主査 多分、どういう割合で燃料を入れていくとか、どういったものを入れていく

というのは最終的には事業者にあると思うんです。これは製造メーカーではないと思うん

です。ですから、最終的な判断を事業者がどうされて、それを基に申請されたものを保安

院でどう判断するかという話になると思うので、申請をしていただくときに新しく入れる

燃料のみならず、炉心全体への影響であるとか、あるいはほかのタイプの燃料への影響も

十分に御検討いただくことが、基本的には一番大事なのかなと思いますけれども、そうい

った文言とか表現というのは書き込むことは可能ですか。

○青木統括安全審査官 書くとすれば、一番最後のところですね。

○寺井主査 その辺りだと思います。事業者の責任において、その辺の影響評価をきっち

りやってくださいということではないかと思います。

○青木統括安全審査官 考えてみます。

○寺井主査 ちょっと御検討ください。更田委員はそういう御趣旨の発言だと思います。

三島委員、どうぞ。

○三島委員 漏えい原因はフレッティングと推定されているんですけれども、確かにそう

だろうと思うんですが、最後まで摩耗だけでいって、それで漏れたのかどうかというのは

確定しているのかどうかわからないんですけれども、ある程度まで摩耗が進行して、ある

ところまでいったら例えば疲労か何かで亀裂が進展して、漏えいしたという可能性という

のは、前回私は欠席していたのでそういう議論があったのかどうかよくわからないんです

が、それはないと断定されているのでしょうか。

もしそうでないとすると、例えば漏えいの原因はフレッティング摩耗というのが大きな

原因だろうと思いますので、漏えいの第一原因をフレッティング摩耗と推定するとか、そ

ういうことである程度最終的には何かあるかもしれないというのは、におわしておいた方

がいいのではないかという気がするんです。

○寺井主査 いかがでしょうか。多分そういう形がいいのかなと。第一原因とか主な原因

とか、そういった表現に少し残しておいた方がいいのかなという感じがしますが、いかが

でしょうか。

○青木統括安全審査官 ありがとうございます。貫通している部分の写真を見るまでは、

これで間違いないとはまだ言えないと思いますので、おっしゃるとおりにしたいと思いま

す。  

○寺井主査 ありがとうございました。天谷委員、どうぞ。

○天谷委員 「３．現行燃料について」のなお書きなんですが「今後、Ａ型燃料の運用制

限緩和を検討するとしている」とありまして、これは運用制限緩和の可能性はあるという

ことでよろしいんですか。対策燃料とか設計変更することと整合がとれないような気がし

てきたんですが。

○寺井主査 これは 38,000 MWd/t を 55,000 MWd/t に戻すという可能性ですね。

○青木統括安全審査官 これは既にＡ型燃料、従来燃料を照射してしまって手をつけられ



22 
 

ない、今さら改造もできない燃料です。これは２サイクルで燃焼度制限をかけて取り出す

ことになっておりますけれども、解析のところが精緻化が進みましたら、場合によっては

この位置だったら３サイクル燃やしても問題ないという評価ができれば、３サイクル燃や

すことも考えたいと事業者は言っております。それのことを書いております。

○寺井主査 よろしゅうございますか。これは検討するとしているだから、事業者がそう

いう検討をするとしているということで、保安院としてはそれでＯＫどうのという判断は、

ここでは出ていないという理解でよろしいですか。

○青木統括安全審査官 はい。

○寺井主査 ほかにいかがでしょうか。古田委員、どうぞ。

○古田委員 今のところで、天谷委員から御指摘があったことに一言ですけれども、この

表現で御回答いただいた青木統括からの話が、我々は説明を受けたら理解できるんですが、

第三者が見たときにわかる表現になっているかなというのは、もう一回工夫していただく

必要があるのかなという感じがしたんですけれども、いかがでしょうか。

○青木統括安全審査官 ありがとうございます。必ずしもこれは書かなければいけないも

のでもないので、消すことを考えたいと思います。

○寺井主査 確かにちょっと違和感を感じますね。ここは判断ではなくて、事業者が言っ

てきたことをそのまま書いているわけで、ややスタンスが違うかなという感じがします。

大橋委員、どうぞ。

○大橋委員 言わずもがなのことなんですけれども、先ほどの更田委員のおっしゃったこ

とを、例えば人間関係に置き換えてみると、いじめられた方が反省していじめた方に合わ

せるのか、いじめた方がもっと反省しなければいけないのかという問題と関わるような、

人間関係の場合は非常にわかりやすくて、その場合には第３の道を考えるのがベターだと

思うんですけれども、そういう意味でもう少し高い位置から壊れた燃料と壊した燃料との

関係を、妥協してもっと別のやり方をする行き方もあるのかなと思ったんですけれども、

それはいかがでしょうか。

○寺井主査 いかがでしようか。どういうふうに表現に盛り込むかというところは少し工

夫しなければいけないかもしれませんけれども、全体的な話としては先ほど更田委員から

御指摘があったことと、私が少しコメントしたことで大体包括できているかなと思います

が、その辺のところは保安院さんの方でそういう表現が適切であるということであれば、

加筆あるいは追加していただく。あるいは表現を少し工夫していただくことかなと思いま

すけれども、そういうことでよろしゅうございますか。

更田委員、どうぞ。

○更田委員 この文書は外に公開される前提なんですか。

○青木統括安全審査官 特にそういうルールがあるわけではないんですけれども、ＷＧの

これまでの御議論で評価書のようなものというお話がございましたのと、御議論いただい

ていて最終的にどこを目指しているのか見えないといけないので、我々の考えをお示しし
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て、御賛同いただけるかどうかという意味合いもあります。

今の御質問の公開するのかという点では、この場で正式な資料としてお配りはしていま

すので、当然会議の資料としては公開されます。

我々が考えておりますのは、申請されている燃料体設計認可をする際には、我々はこう

いう考え方で専門家の御意見も伺った上で、こういう判断をして今回申請のあったものは

認可しましたという形で、ホームページで認可しましたというのはいつもお知らせするル

ールになっておるんですけれども、その辺で併せてこれも掲示できればいいのかなと考え

ております。

○更田委員 ありがとうございます。ちょっと余計なことを申し上げますと、一次冷却材

中への放射性物質の漏えいについてというタイトルにならざるを得ないんだろうと思うん

ですけれども、ＷＧで少しは議論があったと思うんですが、要するに安全上の問題でない

という表現は必ずしも正しいのかもしれないかどうかは別として、今回は系統的な要因が

あって破損してはいるけれども、もうちょっと広げて言うと、これは別のところで議論し

ていることもあってなんですが、今回の事象にしたって安全上の問題でないという表現は

そのままストレートに正しいのかどうかわかりませんけれども、どこかにそういうことを

書けないものかなと思うんですが、それはいかかでしようか。

○青木統括安全審査官 今回お配りしている資料の中では、３ページ目の上のところでな

お書きで入れております。「４．対策燃料について」は妥当だという判断をしておきながら、

でもフレッティング摩耗は所詮こんなもんなんですという言い訳的にここの位置に置いた

んですが、もともとは「３．現行燃料について」で運用制限をかけることによって継続使

用することは妥当だと我々はプレス発表をいたしまたけれども、あのときに使っていたフ

レーズです。ですから３．の下に入れても構わないし、今回判断をします４．の下に入れ

てもいいしということで、後者を選択したということでございます。

○更田委員 余計な話なんですけれども、できれば今回起きた話だって大した話ではない

というのが、よりクリアーな方がとは思ったんですが、わかりました。理解しました。

○寺井主査 一応記載はしていただいているということですね。多分こういう資料という

のはもともとプレス発表は当初されていて、安全上の問題ではないということが既に明示

されていると思うんですけれども、こういう資料というのは資料だけで公開すると当然独

り歩きすることになりますので、なるべく重要なことは繰り返し書いていただくのがいい

のかなという気はします。ただ４．で書いていただいているので、全部読めばそこのとこ

ろは理解していただけることにはなりますが、記載する場所も含めて再度御検討いただけ

ればと思います。

古田委員、どうぞ。

○古田委員 ちょっと確認したいんですが、今日はＷＧの正式な会合でないということだ

から、これはそのまま現時点では公開されるものと理解しなくていいんですね。違うんで

すか。
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○青木統括安全審査官 今日はＷＧではございませんけれども、連絡会という形で開催さ

せていただきますので、その結果についてはいつもと同じように保安院のホームページ上

で、開催してこういう資料をお配りしましたということで、ちょっと遅れますけれども、

議事要旨と議事録もいずれは載せる予定です。ですから、資料につきましては遅れてにな

りますけれども、ホームページに載ります。

○古田委員 先ほどの一次冷却材中への放射性物質の漏えいというのは、確かに４番目に

置くよりは３番目の現行燃料に置いて、明確にされておいた方が私個人的にはいいのでは

ないかと思います。勿論４番目の対策燃料について書かれるのであっても、当然余り関係

ないという形で、現行と変わったものではないから大丈夫なんですという観点でいいので

はないかと思います。

もう一点気になってきているのは「４．対策燃料について」で、先ほど来２ページの下

の方の５行目ぐらいから出ている共存性の問題で、先ほども御指摘があったようにＢ型燃

料に対して対策Ａ型は書いてあるんですけれども、現行Ａ型と対策Ａ型について触れてお

かなくて本当にいいんでしょうかというのが、ちょっと気になっているんですが、何らか

の形でどこかに、ここでなくてもいいんですけれども、対策Ａ型は現行のものとここだけ

しか変えていない、ほとんど変わらないという議論をしていたわけですから、それをどこ

かに入れておいた方が、公開されたときには親切かなという気がしています。

以上です。

○寺井主査 今の件はよろしゅうございますか。今日はいろいろその辺も御議論が出たと

思いますので、よろしくお願いします。三島委員、どうぞ。

○三島委員 ２点ほどあるんですけれども、１つは確認なんですが、今、言われているＡ

型というのはスペーサーの材質をジルカロイに変えた。両端はインコネルでした。当初の

Ａ型とは設計変更があったわけです。歴史的に言えば当初のＡ型とＢ型との両立性という

のは問題を起こしていなくて、今回のＡ型で問題が起こったということなんでしょうか。

○青木統括安全審査官 48,000 MWd/t のときには問題はありませんでした。今おっしゃ

ったように支持格子の材質を変更してというのは、これは 55,000 MWd/t まで高燃焼度化

した際に中性子経済をよくするためにということで、中間部の支持格子の材質を変更して、

強度を持たせるために分厚くなってしまったので、圧損が大きくなってので、その部分は

下部ノズルで低圧損のものを使いましたという、 55,000 MWd/t から採用されたというこ

とです。

○三島委員 それで気になったのが、先ほど喧嘩両成敗みたいな議論がありましたけれど

も、その際にはやはり歴史的な経緯というか、それもちゃんと踏まえて判断した方がいい

のではないかという気がします。要するに、その時点で見て強いものが弱いものをいじめ

たとか、そういうことだけではなくて、歴史的にどういう経緯をたどってそういう設計変

更があって問題が起こったのか。それも踏まえて判断すべきだと私は思います。

先ほどの３ページ目の安全上の問題はないと考えているという表現ですけれども、問題
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はないと言い切ると、じゃあ何でここで議論しているのかということもあり得るので、例

えば原子炉の安全性に及ぼす影響は小さいとか、そういう表現にした方がいいのではない

かと思ったんですけれども、余り大きな問題ではないです。

○寺井主査 ありがとうございました。２点いただきましたが、多分１点目はＡ型を展開

してきたときに、今回こういう問題が生じたというところの経緯を少し書き込めないかと

いうこと、２点目は安全上の問題はないという表現が少しきつ過ぎるのではないかという

御指摘でございますが、いかがでしようか。

○青木統括安全審査官 既にプレス発表したものにはこのように書いておりまして、要す

るにフレッティング摩耗が起こることそのものが、安全上問題ないんだと言っているので

はなくて、それによって一次冷却材中に放射性物質が微少漏えいしたとしても、量が少な

くて安全上問題はないんだという言い方にたしかなっていたと思います。検討してみます

けれども、影響は少ないという言い方をすると影響があるんだろうとなってしまうし、安

全上問題がないんだと言ってしまうと、何で検討しているんだとなるんです。

済みません、なかなか解がないんですが、既に我々の見解として出したものにはこう書

いておりましたので、差支えなければこれでいけないかなと思います。

○三島委員 もうプレスの方にはそう出されているわけですね。ではいいかなと思うんで

すけれども、ちょっと気になりました。

○寺井主査 多分、今回のこのＷＧといいますか、こういう検討を始めたのは系統的なト

ラブルといいますか、そういうことにつながらないかという懸念が最初の動機だったと思

うんですけれども、そういうのを書き込むことはいかがですか。そこまでやるとやり過ぎ

ですか。そこまでやると三島委員の今の御意見については、それなりに説明できるかなと

いう気がします。

○三島委員 そんな大げさなことではなくて、文章で揚げ足をとられないかなと思ったの

で、申し上げただけです。

○青木統括安全審査官 ちょっと考えさせてください。

系統的か系統的でないかといったところの議論になると、かなり指針に踏み込んだ話で

哲学的なことになってきまして、なかなか答えを出しづらいところもありますので、たま

たま幸いにして今回の対策燃料である程度有効性が確認できましたので、フレッティング

摩耗は起こるかもしれないけれども、前よりいいからまあいいかみたいな形で了解ではな

くて、これだったら対策として有効であるということで、系統的なものもないと思って認

めようということでございますので、系統的なものがどこというところの議論に触れなく

ても、今回の判断はできると考えております。

○寺井主査 ありがとうございました。その辺のところも含めて文章を見直していただく

ということでお願いできればと思います。前田委員、どうぞ。

○前田委員 ２ページ目の一番最後のところで、熱水力共存性についても問題はないとあ

るんですけれども、もともと今回のやり方につきましては支持格子の圧損が増えるので下
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部の圧損を減らしたという対策をとっていたんですが、それによって横の流れとか共存性

の問題が生じたわけなんですけれども、今回はそれを比較的メッシュを細かくして圧損を

増やした対策をとったということですので、基本的には集合体全体としての圧損が増えて

きているということが避けられないと思います。

そういった場合に対策Ａ型の流量が若干減って、ＤＮＢとしては従来に比べては少し厳

しくなる可能性があると思うんですが、それについてはこういった形で確認されていると

いうことなんですけれども、今回のＷＧの資料では特に御説明がなかったんですが、この

件については確認されているということでよろしいんでしょうか。

○青木統括安全審査官 下部ノズルの下流直近のところで横流れが出ます。下から２段目

ぐらいのところでは平均化してしまって、燃料の有効長の上の部分では流れは均一化され

てしまっていて、ＤＮＢの厳しくなるところでは全く何も変わらないという評価になりま

す。  

これらのことにつきましては前回の資料の中で共存性ということで、燃料Ｗ 11－１の 27

ページで核的共存性、熱水力共存性でお示しをしております。

○寺井主査 前田委員、いかがですか。

○前田委員 了解いたしました。

○寺井主査 ありがとうございました。更田委員、先ほど手を挙げられておりましたが。

○更田委員 統括からお話があった系統的というものの判断は、これもまた別の席でなん

ですけれども、私もやはり系統的という判断を避けた経験があって、結局は少数か否かと

いう表現になったんですが、確かに系統的かどうかというと、今回のものを例えば系統的

だと考えて見たときに扱いがどうなるかというと、指針を触ると判断がどんどん難しくな

るので、現実的には系統的である云々というよりは、少数体であるかどうかということと、

先ほど安全上と申し上げたのは炉心の中で２本、３本壊れたところで、それが安全上の問

題ではなくて、むしろ財産保護だから炉を止める、止めないは事業者側の判断というのが、

はっきりわかる世の中にしたいという個人的希望を持っておりまして、少しでもそちらに

向けてというふうにキャンペーンをはっているところなんです。

あたかも一次冷却材の放射性物質のレベルが有意に高まって、別にあそこでレベルを決

めているのは破損件数のために決めているのではなくて、むしろ別の要件で全く外の環境

に対する影響からさかのぼって決まってきているものだからずっと小さい。よく事業者の

プレス発表には制限値に比べてずっと小さいのでとありますが、そういう問題ではなくて、

こんなことは構わないんだという日が来るのか来ないのかわかりませんけれども、リーカ

ーが出て止める止めないの判断はあくまで事業者の判断であって、しかも規制をさせる側

にとっても安全上の問題としてとらえていないということが、はっきり示される文章に少

しでも近づいていってくれればと期待をいたします。

もう一つは非常にくだらない話ですけれども、 5.2 の中に新設計燃料については申請さ

れれば審査をすると書いてあるんですが、当たり前の話ではないかと思うんですけれども、
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これはどういうことなのかなと。当たり前の話をそのまま書いたということなんだろうと

思うんですが。

○青木統括安全審査官 妥当でなければ場合によっては拒否することがあるということで

しょう。そういう意味を含めての話です。

○寺井主査 実施するということだけではなくて、認めるとは限らないですから。

○更田委員 なるほど。わかりました。

○寺井主査 その辺のところは今後適切にお考えください。更田委員のポジティブキャン

ペーンも私はウェルカムで、少し意識を変えていく必要があるかなという気がしています。

三島委員、どうぞ。

○三島委員 先ほどの更田委員の御発言に反対するように受け止められたかもしれないん

ですけれども、私も全く同感で同じようなことを言いたいんですが、文章によっては揚げ

足とりで全く逆の効果で、そちらの方にばかり注意がいって、本当に言いたいことが伝わ

らないということを懸念してああいう意見を申し上げた。その辺に気をつけた方がいいか

なという気がしたんです。

○寺井主査 ありがとうございました。ほかに御意見、コメントございますか。Ｗ 12－２

につきましていかがでしょうか。よろしゅうございますか。特に御意見ございませんか。

古田委員、どうぞ。

○古田委員 揚げ足とりみたいで恐縮ですけれども、一番最後の今後の対応のところなん

ですが、 5.1 に照射後試験による知見拡充とあります。最終的には知見を拡充していく予

定である。これは予定は要らないのではないですか。していくと書いて結構ではないです

か。そういうようなところが先ほどの審査を実施する予定であるとか、予定ではなくて実

際上、受けたら審査すればいいんだと思います。そういうところが皆さん気になっていら

っしゃるんだろうという気がいたします。

１つだけ、ついでで確認させていただきたいんですが、今後実施予定の照射後試験の結

果に基づきというと、これはどのくらいのスパンをスケジュール的に考えられているのか

どうか、最後にちょっと確認させていただきたいと思います。

○竹内建設班長 前々回に御紹介したとおりなんですけれども、若干説明いたします。一

応今年度いっぱいぐらいかけて最終的な結果が出てくる。ただし、これは大飯の運び込ま

れている１体のみのものでして、その分が今年度いっぱいということでございます。

○寺井主査 いかがでしょうか。

○古田委員 別のものはやらないんですか。１体だけですか。

○青木統括安全審査官 その後もつながっていきますので、よろしくお願いいたします。

○古田委員 そういうふうにきちんとやっていただければ、私としてはいいと思います。

○寺井主査 非常に貴重な機会だと思いますので、是非この辺は徹底的にやっていただき

たいと思います。ほかはいかがでしょうか。よろしゅうございますか。

それでは、一応資料Ｗ 12－２の審議はこれで終わりまして、今日は非常に貴重な御意見
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をたくさんいただきましたので、是非保安院さんの方で今日いただいた意見を勘案して、

修文をお願いできればと思います。

本日は残念ながら連絡会となってしまいましたけれども、予定をしておりました議題は

以上でございます。委員の先生方から何か全般に関してでも結構ですが、御意見はござい

ますでしょうか。よろしゅうございますか。

それでは、本日はＷＧとして成立しておりませんので、今後の予定等特にどうすべきか

というところの事務連絡を、事務局からお願いいたします。

○青木統括安全審査官 本日はありがとうございました。また早々に開催させていただき

たいと思いますので、日程調整をさせていただいて、改めてお知らせさせていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。

配付資料でございますけれども、例のごとく机上配付資料は置いていっていただいて、

また次回に御用意させていただきますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

○寺井主査 どうもありがとうございました。それでは、予定した時間よりも少し早いで

すけれども、これをもちまして本日の会議を終了いたします。長時間にわたる御審議、誠

にありがとうございました。


